
北海道告示第 １１０８４ 号

北海道が令和６年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

令和６年(2024年) ６月２８日

北海道知事 鈴木 直道

（総合政策部所管分）

補助金等を交付する事務 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出部 補助金等の交付

又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 数、提出期限及び堤 に関する権限の 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 出先 委任

道内地方空港国際線受入 （１）旅客サービ 補助事業に要する経費（応援派 ３分の２以内と 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

体制整備事業補助金 ス、ランプサービ 遣、業務委託等の需要変動リス する。 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限 別に指示

ス等のグランドハ クへの対応に要する経費）のう 総政第18号様式 総政第31号様式 する日

道内空港（新千歳空港を ンドリング事業者 ち、次に掲げる経費とする。 総政第20号様式 その他知事が必 提出先 総合政策

除く）への国際線の円滑な （２）保安検査事 総政第32号様式 要と認める書類 部航空港

就航を促進するため、道内 業者 （１)応援派遣、業務委託及び 事業計画 湾局航空

空港において、新たに（増 （３）給油事業者 空港における資機材のレンタル その他知事が必 課

便及び再開を含む。）運航 等の需要変動リスクへの対応に 要と認める書類

される国際線に係る航空地 要する経費

上支援業務を受託する事業 （２) その他知事が必要と認め

者が行う人員の応援派遣や る経費

資機材のレンタル等に要す

る経費に対し、予算の範囲

内で補助する。

注１ また書及び「補助金等の交付に関する権限の委任」欄は、補助金等の交付の決定等に関して知事の権限を委任する事務又は事業がある場合に記載することとし、「補助金等の交付に

関する権限の委任」欄には受任者の職を記載すること。

２ 補助金等の額の算定に当たり、寄附金その他の収入金を控除する必要があるときは、「補助率等」欄に、「寄附金その他の収入金があるときは、補助金等の額の算定に当たり、当該

寄附金その他の収入金の控除等を行う。」と記載すること。

３ 交付申請書の提出期限は、原則、具体の日付を記載すること。

４ 「摘要」欄には、書類の経由その他の必要な事項を記載すること。


